
（ 平 成 18年 4月 28日 現 在 ） 

【ちいきくらしあっぷプラン（補助率80％）】 

№ 行政区 事業費 補助金 事業概要 

1 草　野 269,196 214,000
・世代間交流イベント（炭焼き、わら細工） 
・伝統芸能三匹獅子保存 
・環境美化（花いっぱい）ほか 

2 関　沢 1,456,404 1,130,000

・世代間交流イベント（パークゴルフ） 
・遊歩道整備 
・ミニデイサービス用備品購入 
・ミニデイサービス先進地視察研修（宮城県古川市）

3 宮　内 263,000 210,000 ・世代間交流事業およびミニデイサービス先進地事 　例調査（福島県石川町） 
4 長　泥 480,900 384,000 ・防災用なべ等購入 

5 蕨　平 391,060 312,000 ・花木の植栽 ・花いっぱい運動 

6 関根・松塚 812,675 650,000 ・コミュニティ誌保存版作成 ・ミニデイサービス用備品購入 
7 前　田 197,255 157,000 ・パークゴルフ先進地事例調査（宮城県田尻町） 

8 二枚橋・須萱 429,659 340,000 ・世代間交流イベント（そば打ち） 

4,300,149 3,397,000計 

【つながりプラン（補助率90％）】 

№ 事業主体 事業費 補助金 事業概要 

1

飯樋４区連合 
　飯樋町 
　前田・八和木 
　大久保・外内 
　上飯樋 

801,138 720,000 ・飯樋流し盆踊り大会「第15回記念イベント」 ・法被等購入 「健康増進法」が施行され３年になります。この法律で
は、受動喫煙（他人のタバコの煙を吸わされること）の防
止が求められています。タバコを吸わない妊婦の受動喫煙
により未熟児や脳障害、流産等の事実のほか、感受性が高
い子どもの肺へのタバコの害などが報じられており、すで
に多くの人が出入りする施設の禁煙が進んでいます。村で
も学校、診療所等を禁煙にしていますが、その他の役場、
公民館等の公共施設（建物）内においても６月１日から禁
煙になります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

○認定請求の手続きが必要です
新たに児童手当を受ける児童の保護者の方は、認定請求の手続きが必要になります。なお、改正
に伴う新規請求は、平成18年９月30日までに受け付けたものに限り、４月１日までさかのぼって支
給されます。

（平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれ）

特に手続きをする必要はありません。

（平成６年４月２日～平成８年４月１日生まれ）

児童手当を受給していない保護者の方は認定請求の手続きが、児童手当を受給していた保護者の
方は額改定認定請求の手続きが必要になります。

新たに児童手当を受給できる場合がありますので、該当する保護者の方は、認定請求の手続きが
必要になります。

※手続きの受け付けは６月を予定していますが、詳しくは「お知らせ版」等でご案内します。
○お問合わせ 保健福祉課福祉係（�42-1620）

児童手当は、家庭の生活安定と児童の健全育成などに資することを目的として、児童を養育して
いる方に支給しています。今年度から、制度が次のとおり拡充されました。

○拡充の内容


